
試験研究機関の皆様へ 

神戸市環境局事業系廃棄物対策室 

 

 
 

遺伝子組換え生物、毒物、劇物、危険物等を取り扱う場合は、関係法令の定
めに従ってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
廃棄に際しては、関係法令を遵守の上、廃棄物処理法で定められた区分に従

って処理してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詳しくは、神戸市環境局事業系廃棄物対策室までお問い合わせください 

＜産業廃棄物＞ 
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/waste/industry/index.html  078-322-5306 
＜一般廃棄物＞ 
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/waste/enterprise/index.html 078-322-6432  

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、 
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず 等 

 廃油のうち、引火点 70℃未満の燃焼しやすいもの 
 廃酸、廃アルカリで著しい腐食性を有するもの

（pH2.0 以下または pH12.5 以上） 
 感染性産業廃棄物 
 特定有害産業廃棄物(政令に定める施設又はその施

設を設置する事業場から生じる産業廃棄物で、水

銀、カドミウム等が一定基準を超えるもの 等) 

産業廃棄物以外のもの 

排出する廃棄

物の品目に応

じ、当該品目の

許可をもつ産

業廃棄物処理

業者に処理を

委託してくだ

さい。 

区分ごとに定められた神戸市の指定

袋に入れ、事業系一般廃棄物として排

出してください。 

 感染性一般廃棄物 等 

感染性一般廃棄物は、感染性産業廃棄

物と同様に処理してください。 

＜関係法令の例＞ 
 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 
 毒物及び劇物取締法 
 労働安全衛生法 
 消防法 
 火薬類取締法 
 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 等 
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